
 

 

関連法令等チェックリスト 

 

事業予定地   北茨城市                                        

設置者名                                                

調査者 

設置者又は代理人住所                                          

設置者又は代理人氏名                                    印    

ＴＥＬ                        ＦＡＸ                      

注意：計画書等届出については，下記の関連法令等で見込みがある旨を確認してからご提出をお願い

します。また，提出にあたっては事前相談を部署ごとに必ず行ってください。なお，記載された事実

と異なる場合，再度協議をお願いすることがあります。 

 

管轄 事前相談 関連法令等担当部署（担当係・内線番号（※北茨城市管轄のみ））・協議内容 

北 
 
 
 

茨 
 
 
 

城 
 
 
 

市 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

国土利用計画法 

 

□企画政策課 

（企画調整係・233） 

国土利用計画法 届出   □要（□届出済） 

□不要（理由：            ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

市残土条例 

県残土条例 

 

□生活環境課 

(環境保全係・374,375) 

□茨城県 

廃棄物対策課 

残土条例申請    □要 

□許可見込み 

           

□許可済 【許可日  年  月  日】 

 

□不要（理由：              ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

騒音振動規制法等

（県条例含む） 

 

□生活環境課 

（環境保全係・374,375） 

特定建設作業の届出  □要（□届出済） 

           □不要（理由：             ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

工場立地法 

 

□商工観光課 

（商工労政係・362） 

第８条 変更の届出   □要（□届出済） 

（特定工場）      □不要（理由：            ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

土砂災害防止法 

 

□総務課 

（危機管理室・339） 

□茨城県 

高萩工事事務所 

河川整備課 

 

土砂災害特別警戒区域   □区域内 

             □区域外 

 

 

土砂災害警戒区域     □区域内 

             □区域外 



北 
 
 
 

茨 
 
 
 

城 
 
 
 

市 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

文化財保護法 

茨城県文化財保護

条例 

 

□生涯学習課 

（生涯学習係・431） 

埋蔵文化財 届出   □要（□届出済） 

          □不要【□区域外 □その他（      ）】 

史跡名勝天然記念物   □該当有 

            □該当無 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

森林法 

 

□農林水産課 

（農政係・383～385） 

 

森林の土地の所有者変更の届出 

□要（□届出済） 

         □不要（理由：               ） 

１ヘクタール以下の伐採届出及び小規模林地開発概要書 

□要（□届出済） 

 □不要（理由：               ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

農振法 

 

□農林水産課 

（農政係・383～385） 

農業振興地域整備計画変更申請 

          □要 

□申請中（除外見込み  年  月頃予定） 

 

□済  （完了日    年  月  日） 

            

□不要（農用地区域外） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

北茨城市法定外公

共物管理条例 

（法定外公共物管

理者） 

 

□農林水産課 

（管理土木係・386） 

使用申請     □要（□許可見込み   □許可済） 

         □不要（理由：              ） 

 

接続申請     □要（□許可見込み   □許可済） 

         □不要（理由：              ） 

 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

農地法 

 

□農業委員会 

（農地農政係・291） 

農地転用許可 

□要（□許可見込み（ 年 月 予定  □許可済 ）      

□不要【□非農地 □その他（     ）】 



北 
 
 
 

茨 
 
 
 

城 
 
 
 

市 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

道路法 

（道路管理者） 

 

□建設課 

（管理係・243,244） 

□茨城県 

高萩工事事務所 

道路管理課 

□（     ） 

道路法 第２４条申請 □要（□許可見込み   □許可済） 

             □不要（理由：              ） 

道路法 第３２条申請 □要（□許可見込み   □許可済） 

鉄板敷する場合      □不要（理由：              ） 

道路法 第４７条の２ □要（□許可見込み   □許可済） 

（特殊車両）     □不要（理由：              ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

河川法 

（河川管理者） 

 

□建設課 

（管理係・243,244） 

□茨城県 

高萩工事事務所 

河川整備課 

河川法      □河川区域内  □河川保全区域内 

（□許可見込み   □許可済） 

          

□不要（区域外） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

建築基準法 

建設リサイクル法 

 

□都市計画課 

（建築指導係・284） 

建築基準法 建築確認 申請 □要（□届出済） 

□不要（理由：           ） 

 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

建設リサイクル法 届出    □要（□届出済） 

□不要（理由：           ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

土地区画整理法 

 

□都市計画課 

（事業管理係・281） 

土地区画整理法 第７６条申請 □要（□許可見込み   □許可済） 

               □不要（理由：         ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

茨城県景観形成条

例 

 

□都市計画課 

（事業管理係・281） 

大規模行為 届出     □要（□届出済） 

             □不要（理由：             ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

都市施設等 

公拡法 

地区計画 

風致地区 

 

□都市計画課 

（事業管理係・281） 

公有地の拡大の推進に関する法律（公拡法） 

□要（□届出済） 

□不要（理由：            ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

都市計画法 第５３条 申請 □要（□許可見込み有 □許可済） 

（都市計画施設等）       □不要（理由：           ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

都市計画法 第５８条の２ 申請 □要（□適合見込み有 □適合通知有） 

（地区計画）          □不要（理由：          ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

風致地区          □区域内 

              □区域外 



茨 
 
 
 

城 
 
 
 

県 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

茨城県県土利用の

調整に関する基本

要綱 

 

□茨城県 

地域振興課 

 

 

事前協議 申出      □要（□申出済） 

            □不要（理由：            ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

廃棄物処理法 

 

□茨城県 

廃棄物対策課 

 

 

第１５条の１９ 届出   □要（□届出済） 

（指定区域）      □不要（理由：            ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

採石法 

 

□茨城県 

産業技術課 

 

 

 

採取計画変更申請    □要（□申請済） 

            □不要（理由：             ） 

岩石採取場 廃止届出  □要（□届出済） 

            □不要（理由：             ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

茨城県環境影響評

価条例 

 

□茨城県 

環境政策課 

 

 

環境影響評価手続き 申請    □要（□申請済） 

               □不要（理由：          ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

茨城県地球環境保

全行動条例 

 

□茨城県 

環境政策課 

 

 

緑化の推進に係る業務の状況報告   □要 

                  □不要（理由：       ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

茨城県立自然公園

条例 

 

□茨城県 

環境政策課 

県北県民センター 

 

第１９条の４ 申請   □要（□許可見込み   □許可済） 

（特別地域）      □不要【□区域外 □その他（      ）】 

第２９条の１ 届出   □要（□届出済） 

（普通地域）      □不要【□区域外 □その他（      ）】 



茨 
 
 
 

城 
 
 
 

県 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

茨城県自然環境保

全条例 

 

□茨城県 

環境政策課 

県北県民センター 

 

自然環境保全地域  

普通地区  届出       □要（□届出済） 

               □不要【□区域外 □その他（    ）】 

緑地環境保全地域 届出  □要（□届出済） 

             □不要【□区域外 □その他（    ）】 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適

正化に関する法律 

 

□茨城県 

環境政策課 

県北県民センター 

鳥獣保護区特別保護地区 申請 

         □要（□許可見込み   □許可済） 

         □不要（理由：               ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

土壌汚染対策法 

 

□茨城県 

県北県民センター

環境保安課 

 

 

土壌汚染対策法の届出  □要（□届出済） 

            □不要（理由：            ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

茨城県土地開発事

業の適正化に関す

る指導要綱 

 

□茨城県 

県北県民センター

建築指導課 

１ヘクタール以上の土地の区画形質の変更に対しての設計承認 

                 □要（□許可見込み有 □許可済） 

                 □不要（理由：         ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

開発許可 

 

□茨城県 

県北県民センター

建築指導課 

 

 

都市計画法 第２９条 申請    □要（□許可見込み有 □許可済） 

（開発許可）           □不要（理由：         ） 



茨 
 
 
 

城 
 
 
 

県 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

砂利採取法 

 

□茨城県 

技術革新課 

 

 

 

採取計画変更申請    □要（□申請済） 

            □不要（理由：             ） 

砂利採取場 廃止届出  □要（□届出済） 

            □不要（理由：             ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

森林法 

 

□茨城県 

林業課・林地保全 

県北農林事務所 

林業振興課 

 

保安林      □区域内 

         □区域外 

１ヘクタールを超える林地開発許可 

   □要 

□許可見込み 

 

□許可済（許可日  年  月  日） 

 

□不要 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

茨城県水資源地域

保全条例 

 

□茨城県 

県北農林事務所 

林業振興課 

県北県民センター 

 

土地の所有者等の移転等（変更）届 

□要（□届出済） 

□不要（理由：              ） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

海岸法 

（海岸管理者） 

 

□茨城県 

高萩工事事務所河

川整備課 

 

海岸法      □海岸保全区域内  □一般公共海岸区域内 

          （□許可見込み  □許可済） 

          

□不要（区域外） 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

砂防法 

地すべり等防止法 

急傾斜地法 

 

□茨城県 

高萩工事事務所河

川整備課 

 

砂防指定地        □区域内（□許可見込み  □許可済） 

             □区域外 

 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

地すべり防止区域     □区域内（□許可見込み  □許可済） 

             □区域外 

 

相談日 

R   .  .    

対応者 

         

急傾斜地崩壊危険区域   □区域内（□許可見込み  □許可済） 

             □区域外 

 



 その他 

（上記法令

等以外で太

陽光発電施

設設置に係

る 関 連 法

令） 

 

※該当があ

る場合は、

法令名、協

議内容、協

議日及び対

応者を記入 

 

 

 

 

 

 


